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○  具体的には、次のようなことに配慮することが必要であること。 

・食器類はよく洗い、十分に殺菌したものを使用すること。 

 

・ふきん、まな板、鍋等についても同様であること。 

・哺乳ビンは使用するごとによく洗い、滅菌すること。 

・食事時、食器類や哺乳ビンは児童や保育従事者の間で共用しな

いこと。 

・原材料、調理済み食品の保存に当たっては、冷凍又は冷蔵設備 

 等を活用の上、適切な温度で保存する等、衛生上の配慮を行う

こと。 

・衛生管理については、「大量調理施設衛生管理マニュアル（平成

29 年 6 月 16 日付け生食発 0 6 1 6 第 1 号通知）」、「児童福祉

施設における食事の提供ガイド」（平成 22 年 3 月厚生労働省）

及び「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関する

ガイドライン（世界保健機関/国連食糧農業機関共同作成・2007 

年）」を参考にすること。 

 

(2） 食事内容等の状況 

  ア、イ （略） 

 

○ 乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の

処置を行うことが必要であること。 

  また、離乳食を摂取する時期の乳児についても、食事後の状況

に注意を払うことが必要であること。 

○ 食事摂取基準を踏まえ、かつ、児童の嗜好を踏まえた変化のあ

る献立を作成し、これに基づいて調理することが必要であること。

なお、独自で献立を作成することが困難な場合には、市区町村等

が作成した認可保育所の献立を活用するなどの工夫が必要である

こと。 

○ 家庭からの弁当持参や、やむを得ず市販の弁当を利用する場合

には、家庭とも連携の上、児童の健康状態や刻み食等の年齢に応

じた配慮を行うこと。 

○ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連

携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行うこと。 

 

○  具体的には、次のようなことに配慮することが必要であること。 

  ・食器類や哺乳ビンは使用するごとによく洗い、定期的に煮沸消

毒を行うこと。 

  ・ふきん、まな板、鍋等についても同様であること。 

 

・食事時、食器類や哺乳ビンは児童や保育従事者の間で共用しな

いこと。 

  ・食品の保存に当たっては、冷蔵庫を利用する等衛生上の配慮を

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2） 食事内容等の状況 

  ア、イ （略） 

 

○ 乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の

処置を行うことが必要であること。 

  また、離乳食を摂取する時期の乳児についても、食事後の状況

に注意を払うことが必要であること。 

○ 栄養所要量を踏まえ、かつ、児童の嗜好を踏まえた変化のある

献立を作成し、これに基づいて調理することが必要であること。

なお、独自で献立を作成することが困難な場合には、市区町村等

が作成した認可保育所の献立を活用するなどの工夫が必要である

こと。 

○ 家庭からの弁当持参や、やむを得ず市販の弁当を利用する場合

には、家庭とも連携の上、児童の健康状態や刻み食等の年齢に応

じた配慮を行うこと。 

（新設） 
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第７ 健康管理・安全確保 

 (1)～(5) （略） 

 

(6)  感染症への対応 

      感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医

の指示に従うよう保護者に指示すること。 

 

○ 本項に取り組むに当たっては、保育所における感染症対策ガイド

ライン（2018年改訂版）（平成 30年３月厚生労働省）を参考にす

ること。 

○  感染症の疑いがある場合も同様であること。 

○ 再登園については、かかりつけ医とのやりとりを記載した書面等

の提出など、かかりつけ医による判断の確認について、保護者の理

解と協力を求めることも必要であること。 

○ 歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、児童や保育従事者

の間で共用せず、一人一人のものを準備すること。 

 

(7)  乳幼児突然死症候群に対する注意 

   ア～ウ （略） 

 

(8) 安全確保 

  ア～ウ （略） 

   エ 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施する 

こと。 

  オ 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えるこ

と。 

  カ 事故発生時には速やかに当該事実を都道府県知事等に報告するこ

と。 

 

○ 事故報告については、「特定教育・保育施設等における事故の報

告等について」（平成 29年 11 月 10日付け府子本第 912号、29初

幼教第 11 号、子保発 1110 第 1 号、子子発 1110 第 1 号、子家発

1110第 1号通知）を参照すること。 

   

キ 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様

第７ 健康管理・安全確保 

 (1)～(5) （略） 

 

(6)  感染症への対応 

      感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医

の指示に従うよう保護者に指示すること。 

 

○ 本項に取り組むに当たっては、保育所における感染症対策ガイド

ライン（平成 24年 11月厚生労働省）を参考にすること。 

 

○  感染症の疑いがある場合も同様であること。 

○ 再登園については、かかりつけ医の｢治癒証明｣、かかりつけ医と

のやりとりを記載した書面の提出などについて、保護者の協力を求

めることも必要であること。 

○ 歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、児童や保育従事者

の間で共用せず、一人一人のものを準備すること。 

 

(7)  乳幼児突然死症候群の予防 

     ア～ウ （略） 

 

(8) 安全確保 

  ア～ウ （略） 

  （新設） 

 

エ 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えるこ

と。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

   

オ 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同 
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の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとるこ

と。 

 

○ 施設の安全確保については、教育・保育施設等における事故防

止及び事故発生時の対応のためのガイドライン（平成 28年３月内

閣府、文部科学省、厚生労働省）を参考にすること。 

○ 特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面では重大

事故が発生しやすいことを踏まえ、上記ガイドラインを参照し必

要な対策を講じること。例えば、次のようなことに配慮すること

が必要であること。 

・睡眠中の窒息リスクの除去として、医学的な理由で医師からう

つぶせ寝を勧められている場合以外は、仰向きに寝かせるなど

寝かせ方に配慮すること、児童を一人にしないこと、安全な睡

眠環境を整えること。 

・プール活動や水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じない

よう、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置

し、その役割分担を明確にすること。 

・児童の食事に関する情報（咀嚼や嚥下機能を含む発達や喫食の

状況、食行動の特徴など）や当日の子どもの健康状態を把握し、

誤嚥等による窒息のリスクとなるものを除去すること、また、

食物アレルギーのある子どもについては生活管理指導表等に基

づいて対応すること。 

・窒息の可能性のある玩具、小物等が不用意に保育環境下に置か

れていないかなどについての、保育士等による保育室内及び園

庭内の点検を、定期的に実施すること。 

○ 保育室だけでなく、児童が出入りする場所には危険物を置かな

いこと。また、書庫等は固定する、棚から物が落下しないなどの工

夫を行うことが必要であること。 

○ 施設内の危険な場所、設備等への囲障の設置、施錠等を行う必

要があること。 

○ 施設の周囲に危険箇所等がある場合には、児童が勝手に出られ

ないような配慮（敷地の周囲を柵等で区画している、出入り口の

錠は幼児の手の届かないところに備えている等）が必要であるこ

と。 

○ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこ

様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとる

こと。 

 

○ 施設の安全確保については、教育・保育施設等における事故防

止及び事故発生時の対応のためのガイドライン（平成 28年３月内

閣府、文部科学省、厚生労働省）を参考にすること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保育室だけでなく、児童が出入りする場所には危険物を置かな

いこと。また、書庫等は固定する、棚から物が落下しないなどの工

夫を行うことが必要であること。 

○ 施設内の危険な場所、設備等への囲障の設置、施錠等を行う必

要があること。 

○ 施設の周囲に危険箇所等がある場合には、児童が勝手に出られ

ないような配慮（敷地の周囲を柵等で区画している、出入り口の

錠は幼児の手の届かないところに備えている等）が必要であるこ

と。 

○ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこ
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とができるよう備えておくこと。 

 

第８ 利用者への情報提供 

 (1) 提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければ

ならないこと。 

 

○ 届出対象施設については、以下の内容についての掲示が義務づ

けられている。（法第６条の３第 11 項に規定する業務を目的とす

る施設については、書面等による提示などの方法が考えられる。） 

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名 

・建物その他の設備の規模及び構造 

・施設の名称及び所在地 

・事業を開始した年月日 

・開所している時間 

・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者

が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じ

たことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容

及びその理由（注：利用料の変更に関し掲示が適切になされて

いるか、保護者への説明がなされているかについて、指導助言

を行うこと。） 

・入所定員 

・保育士その他の職員の配置数又はその予定 

・設置者及び職員に対する研修の受講状況 

（注：法第６条の３第９項に規定する業務を目的とする施設又

は同条第 12項に規定する業務を目的とする施設（１日に保育す

る乳幼児の数が５人以下のものに限る。）及び法第６条の３第

11項に規定する業務を目的とする施設に限る。） 

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及

び保険金額 

・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

・緊急時等における対応方法 

・非常災害対策 

・虐待の防止のための措置に関する事項 

○ 職員の配置数は、保育に従事している保育士その他の職員のそ

とができるよう備えておくこと。 

 

第８ 利用者への情報提供 

 (1) 提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければ

ならないこと。 

 

○ 届出対象施設については、以下の内容についての掲示が義務づ

けられている。（法第６条の３第 11 項に規定する業務を目的とす

る施設については、書面による提示などの方法が考えられる。） 

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名 

・建物その他の設備の規模及び構造 

・施設の名称及び所在地 

・事業を開始した年月日 

・開所している時間 

・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者

が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じ

たことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容

及びその理由 

 

 

・入所定員 

・保育士その他の職員の配置数又はその予定 

・設置者及び職員に対する研修の受講状況 

（注：法第６条の３第 11 項に規定する業務を目的とする施設又

は１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設に限る。） 

 

 

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及

び保険金額 

・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

・緊急時等における対応方法 

・非常災害対策 

・虐待の防止のための措置に関する事項 

○ 職員の配置数は、保育に従事している保育士その他の職員のそ
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れぞれの１日の勤務延べ時間数を８時間で除した数であるが、職

員のローテーション表及びその日実際に保育に当たる保育従事者

の資格状況等の掲示又はその日実際に保育に当たる保育従事者の

数及び有資格者数等を記載したホワイトボード等を活用すること

も有効である。               （様式 14参照） 

  

 (2)  利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を

記載した書面等を交付しなければならないこと。 

 

 

○ 届出対象施設については、以下の内容について利用者に対する

書面等交付が義務づけられている。 

  ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

  ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事 

  項 

  ・施設の名称及び所在地 

 ・施設の管理者の氏名及び住所 

  ・当該利用者に対し提供するサービスの内容 

  ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故 

及び保険金額 

・提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容 

  ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先 

○  あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会

金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金について、

交付書面等により、利用者に明示しておくこと。 

                       （様式 15参照） 

  

(3) （略）  

 

第９ 備える帳簿 （略） 

 

 

 

 

 

れぞれの１日の勤務延べ時間数を８時間で除した数であるが、職

員のローテーション表及びその日実際に保育に当たる保育従事者

の資格状況等の掲示又はその日実際に保育に当たる保育従事者の

数及び有資格者数等を記載したホワイトボード等を活用すること

も有効である。                （様式 14参照） 

 

 (2)  利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容 

を記載した書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における

当該電磁的記録を含む。以下同じ。）を交付しなければならないこと。 

 

○ 届出対象施設については、以下の内容について利用者に対する書

面交付が義務づけられている。 

  ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

  ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

 

  ・施設の名称及び所在地 

 ・施設の管理者の氏名及び住所 

  ・当該利用者に対し提供するサービスの内容 

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及 

び保険金額 

・提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容 

  ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先 

○  あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、

キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金について、交付

書面等により、利用者に明示しておくこと。 

                        （様式 15参照） 

 

 (3) （略）  

 

第９ 備える帳簿 （略） 
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標準様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注：以下様式１～１５については、標準的な様式を示したものである。た

だし、様式１及び様式５については、法第６条の３第 11項の規定に基づ

く業務を目的とする施設の場合、標準的な様式として、それぞれ様式１

－２，５－２を示すものである。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注：以下様式１～１５については、標準的な様式を示したものである。た

だし、様式１及び様式５については、法第６条の３第 11項の規定に基づ

く業務を目的とする施設の場合、標準的な様式として、それぞれ様式１

－２，５－２を示すものである。】 
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（様式１：設置届出書）（第５９条の２） 

 

認可外保育施設設置届 

 

                    令和 年 月 日 

 

 

    都道府県知事 

    指定都市市長    殿 

    中 核 市 市 長 
   

 

 

              住 所 

              氏 名（又は名称）  □印 

              代表者 

 

 

 認可外保育施設を設置致しましたので、児童福祉法第 59 条の２

の規定により、関係書類を添えて別紙のとおり届け出致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式１：設置届出書）（第５９条の２） 

 

認可外保育施設設置届 

 

                    令和 年 月 日 

 

 

    都道府県知事 

    指定都市市長    殿 

    中 核 市 市 長 
   

 

 

              住 所 

              氏 名（又は名称）  □印 

              代表者 

 

 

 認可外保育施設を設置致しましたので、児童福祉法第 59 条の２

の規定により、関係書類を添えて別紙のとおり届け出致します。 
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（別紙（ただし、法第６条の３第11項の規定による業務を目的とする施設を除く。））

令和 年 月 日現在

　②事業所の所在地

　①事業所の名称 個人　 株式会社 　社会福祉法人　 NPO法人　 その他法人　 任意団体

　③設置者名

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称 　　 年 月 日

　①事業所の名称

乳児室　ほふく室　保育室または遊戯室　調理室　医務室　児童用便所

室 室 室 室

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

室 室 室

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

便器 個

有（　　　　㎡） → 有・無

鉄骨造　　鉄筋コンクリート造　　れん瓦造

木　造　　その他（                  ）

専用建物　集合住宅　事務所ビル  業務用ビル  その他（　　　　　）

住宅地　オフィス街　商店街　工業地　駅ビル・駅隣接　その他

　①事業所の名称

〒

Tel
メール

アドレス

無（系列施設数　　か所〔直営店・ＦＣ〕うち都道府県内　　か所

階

ほふく室 保育室または遊戯室

備　考時間外開所時間

：　　～　　：

：　　～　　：

⑨ 事 業 開 始 年 月 日

建物の建物の構造

立地場所

⑫ 開 所 時 間

⑩ 系 列 施 設 有

建物の形態

通常開所時間

：　　～　　：

：　　～　　：

：　　～　　： ：　　～　　：

医務室

① 施 設 の 名 称

バス 分

徒歩 分

③ 設 置 主 体

② 施 設 の 所 在 地 〒 Tel

④

最寄り駅 線 駅

設 置 者 名

⑦ 管 理 者 名 （氏名） （職名）

⑤ 設 置 者 住 所

⑥ 代 表 者 名 （氏名） （職名）

Tel
メール

アドレス

〒

⑧ 管 理 者 住 所

平　日

土曜日

日・祝祭日

便　所 その他

屋外遊戯場（園庭） 無

⑪
　
施
 
設
　
・
　
設
 
備

合　計

無の場合の公園など付近で子どもを安全に遊

ばせることが可能な場所

面　積

室　数

面　積

室　名 調理室

専用設備

室　名 保育室等 乳児室

室　数

（別紙（ただし、法第６条の３第11項の規定による業務を目的とする施設を除く。））

令和 年 月 日現在

　②事業所の所在地

　①事業所の名称 個人　 株式会社 　社会福祉法人　 NPO法人　 その他法人　 任意団体

　③設置者名

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称 平成 年 月 日

　①事業所の名称

）

乳児室　　ほふく室　　保育室または遊戯室　　調理室　　医務室

児童用便所

室 室 室 室

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

室 室 室

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

便器 個

有（　　　　㎡） → 有・無

鉄骨造　　鉄筋コンクリート造　　れん瓦造

木　造　　その他（                  ）

専用建物　集合住宅　事務所ビル  業務用ビル  その他（　　　　　）

住宅地　オフィス街　商店街　工業地　駅ビル・駅隣接　その他

　①事業所の名称

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

⑧ 管 理 者 住 所 〒 Tel

⑨ 事 業 開 始 年 月 日

建物の建物の構造

～

立地場所

無

うち都道府県内 か所

⑫

① 施 設 の 名 称

バス 分

徒歩 分

③ 設 置 主 体

② 施 設 の 所 在 地 〒 Tel

④

最寄り駅 線 駅

設 置 者 名

⑦ 管 理 者 名 （氏名） （職名）

⑤ 設 置 者 住 所 〒 Tel

⑥ 代 表 者 名 （氏名） （職名）

開 所 時 間 通常開所時間 時間外開所時間 備　考

⑩ 系 列 施 設

有

（系列施設数 か所 〔直営店・ＦＣ〕

建物の形態

階

ほふく室 保育室または遊戯室

室　数

面　積

室　名 調理室 医務室

平　日 ～

～土曜日 ～

～日・祝祭日 ～

室　数

便　所 その他

屋外遊戯場（園庭） 無

⑪
　
施
 
設
　
・
　
設
 
備

合　計

無の場合の公園など付近で子どもを安全に遊

ばせることが可能な場所

面　積

専用設備

室　名 保育室等 乳児室
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　①事業所の名称 ・月極契約 （対象年齢 歳 ～ 歳）
※1）

　①事業所の名称 ・定期契約 （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 ・一時預かり （ 〃 歳 ～ 歳）

・夜間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）
※2）

・24時間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）

・（ ） （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 月単位　　週単位　　日単位　　時間単位　　日中・夜間別

所得別　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）　　設定なし

（ ）

・食事代

円

・入会金

円

・キャンセル料

円

・日用品・文房具費

円

・行事参加費

円

・通園送迎費

円

（ ）

円

（ ）

円

※法第６条の３第12項に規定する業務を目的とする施設の場合、（　）内にはその雇用する労働者の監護する乳幼児以外の定員を再掲すること。

届出年月日の前日において保育している児童の人数 （令和 年 月 日現在）

※（　）内には、一時預かり児童数を再掲すること。

⑯定員

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

午後８時までにお迎え

午後10時までにお迎え

午後10時～午前２時
までにお迎え

午前２時～翌朝に
お迎え

24時間お迎えなし

計

０歳児

(　　)

(　　)

(　　)

６歳以上
（就学前）

学童

２歳児

(　　)

(　　)

(　　)

１歳児

(　　)

(　　)

昼　間

夜　間

深　夜

⑰

０歳児

（　　　）

１歳児

（　　　）

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)(　　)(　　) (　　)

(　　)(　　)

(　　)

計

(　　)

４歳児

(　　)

(　　)

⑭ 利 用 料 金 設 定 状 況

サービスの内容

は、「記載上の注

意」により分類す

ること。

⑬ 提供する
　サービス内容

０歳児の場合は、

月齢まで記入する

こと。

その他
（月） 単位（時間） 単位（時間） 単位（　　）

月極額 定期契約 一時預かり

円円

円

円

円

円

円

５歳児

円

⑮

利
 
用
 
料
 
金

円円 円 円

円

円

円 円

円

円

円

５歳児３歳児

(　　)

(　　)

円

（　　　）

円 円 円

３歳児

（　　　）（　　　）

４歳児

(　　)

(　　)

学童

（　　　）（　　　） （　　　）

６歳以上
（就学前）

学童

５歳児

６歳以上

(就学前)

(　　) (　　)

(　　)

(　　)

円

(　　)(　　)

２歳児

(　　)(　　) (　　)(　　)

(　　)

円

計

（　　　）

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)(　　)

(　　)

(　　)

３歳児

円

円 円 円 円０歳児

１歳児

２歳児

円

宿　泊

24時間

円

４歳児

年齢

利用形態

年 齢

在 園 時 間

在園時間

　①事業所の名称 ・月極契約 （対象年齢 歳 ～ 歳）
※1）

　①事業所の名称 ・定期契約 （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 ・一時預かり （ 〃 歳 ～ 歳）

・夜間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）
※2）

・24時間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）

・（ ） （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 月単位　　週単位　　日単位　　時間単位　　日中・夜間別

所得別　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）　　設定なし

（ ）

・食事代

円

・入会金

円

・キャンセル料

円

（ ）

円

（ ）

円

（ ）

円

（ ）

円

※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

定員

届出年月日の前日において保育している児童の人数 （令和 年 月 日現在）

※（　）内には、一時預かり児童数を再掲すること。

(　　)

(　　)

午後８時までにお迎え

午後10時までにお迎え

午後10時～午前２時ま
でにお迎え

午前２時～翌朝にお迎
え

24時間お迎えなし

計

０歳児

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

６歳以上

（就学前）

学童

２歳児

(　　)

(　　)

(　　)

⑯

１歳児

(　　)

(　　)

昼　間

夜　間

深　夜

⑰

０歳児 １歳児

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　) (　　)

(　　)(　　)

(　　)

(　　) (　　)(　　)

(　　)(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

４歳児

(　　)

(　　)

６歳以上

(就学前)

(　　) (　　)

(　　)

⑭ 利 用 料 金 設 定 状 況

⑬ 提供する
　サービス内容

０歳児の場合は、

月齢まで記入する

こと。

サービスの内容

は、「記載上の注

意」により分類す

ること。

その他
（月） 単位（時間） 単位（時間） 単位（　　）

月極額 定期契約 一時預かり

３歳児

円 円

円 円 円 円０歳児

１歳児

２歳児

円 円円

円

円

円

円４歳児

５歳児

円

⑮

利
 
用
 
料
 
金

円円 円 円

円

円

円 円

円 円

円 円 円

３歳児 ４歳児 ５歳児 学童
６歳以上

（就学前）
２歳児

円

計

円 円

(　　)(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

円

５歳児 学童３歳児

円

計

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)(　　)

(　　)

(　　) (　　)

(　　)(　　)

(　　)

宿　泊

24時間

年齢

利用形態

年 齢

在 園 時 間
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賠償責任保険・傷害保険・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

届出年月日の前日において職務に従事している職員の配置数　（令和　　年　　月　　日現在）

人 人 人 人

（ ） 人 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※上記（　）内には、１日の勤務延べ時間数を８で除した常勤換算後の人数を記載すること。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

・保育業務への従事 保育士 保育士 調理員 調理員

　　従事している 看護師 看護師 その他 その他

　　従事していない 准看護師 准看護師 （ ） （ ）

家庭的保育者 家庭的保育者

　　保育士

　　看護師
修了者 修了者

　　准看護師 その他 その他

　　その他（　　　） （ ） （ ）

⑳のうち、届出年月日の前日において保育に従事している者の配置数及び勤務の体制

ア　有資格者（保育士、看護師・准看護師の資格あり）

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

人 人

　 　

⑱
保
険
加
入

状
　
況

加　入 保険の種類

※保険契約書

　別添
保 険 事 故
（内　容）

未加入 保 険 金 額

総勤務時間

機 関 名

⑳

人 人

人 人

・資格（従事している場

合に記入）
人 人

職名 勤務時間帯
勤務
形態

常　勤
・

非常勤

（例）

保育従事

者（保育

士）

勤務
時間

⑲提携医療機関

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

所 在 地

電話番号

提携内容

㉑

Ａ 施設長

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不要。た
だし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

８時間

Ｄ合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

資
格
の
有
無
等

常勤 人 人

人 人 人 人

人 人

人

基準で定める研修 基準で定める研修

人 人

非常勤 人 人 人

Ｂ 保育従事者（Ａを除く） Ｃ その他職員（Ａ，Ｂを除く）

届出年月日の前日において職務に従事している職員の配置数　（令和　　年　　月　　日現在）

人 人 人 人

（ ） 人 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※上記（　）内には、１日の勤務延べ時間数を８で除した常勤換算後の人数を記載すること。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

・保育業務への従事 保育士 保育士 調理員 調理員

　　従事している 看護師 看護師 その他 その他

　　従事していない 准看護師 准看護師 （ ） （ ）

家庭的 家庭的

保育者 保育者

　　保育士 その他 その他

　　看護師 （ ） （ ）

　　准看護師

　　その他（　　　）

＊

⑳のうち、届出年月日の前日において保育に従事している者の配置数及び勤務の体制

ア　有資格者（保育士、看護師・准看護師の資格あり）

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

人

⑱
保
険
加
入

状
　
況

加　入 保険の種類

※保険契約書

　別添 保 険 事 故
（内　容）

未加入

賠償責任保険・傷害保険・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

保 険 金 額

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

所 在 地

電話番号

提携内容

総勤務時間

職名 勤務時間帯
勤務
形態

常　勤
・

非常勤

（例）

保育従事

者（保育

士）

勤務
時間

⑲提携医療機関

機 関 名

⑳

人 人

人 人

・資格（従事している場

合に記入）
人 人

人

㉑

有資格者（保育士、看護師・准看護師）については、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類を添付するこ
と。

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不要。た
だし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

８時間

Ａ 施設長 Ｂ 保育従事者（Ａを除く） Ｃ その他職員（Ａ，Ｂを除く） Ｄ合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

資
格
の
有
無
等

常勤 非常勤 人 人 人 人 人

人 人 人 人

人 人

人
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イ　ア以外の職員

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

　①事業所の名称 有　　無

　①事業所の名称 管理栄養士（ 人） 栄養士（ 人）

職務に従事している職員の配置予定数（平均的な職員配置）

人 人 人 人

（ ） 人 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※上記（　）内には、１日の勤務延べ時間数を８で除した常勤換算後の人数を記載すること。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

・保育業務への従事 保育士 保育士 調理員 調理員

　　従事している 看護師 看護師 その他 その他

　　従事していない 准看護師 准看護師 （ ） （ ）

家庭的保育者 家庭的保育者

　　保育士

　　看護師
修了者 修了者

　　准看護師 その他 その他

　　その他（　　　） （ ） （ ）

基準で定める研修 基準で定める研修

人 人

人 人

・資格（従事している場

合に記入）
人 人

常　勤
・

非常勤

人

勤務
時間

常　勤
・

非常勤

㉔

常　勤
・

非常勤

総勤務時間

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

勤務時間帯

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不要。た
だし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

Ｃ その他職員（Ａ，Ｂを除く） Ｄ合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

資
格
の
有
無
等

人

人 人 人 人

人 人

　 　

職名

㉒ 嘱 託 医 の 有 無

㉓ 管 理 栄 養 士 ・ 栄 養 士 の 有 無

人 人 人

勤務
形態

Ａ 施設長 Ｂ 保育従事者（Ａを除く）

常勤 非常勤 人 人 人 人 人

イ　ア以外の職員

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

　①事業所の名称 有　　無

　①事業所の名称 管理栄養士（ 人） 栄養士（ 人）

職務に従事している職員の配置予定数（平均的な職員配置）

人 人 人 人

（ ） 人 （ ） 人 （ ） 人 （ ） 人

※上記（　）内には、１日の勤務延べ時間数を８で除した常勤換算後の人数を記載すること。

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

・保育業務への従事 保育士 保育士 調理員 調理員

　　従事している 看護師 看護師 その他 その他

　　従事していない 准看護師 准看護師 （ ） （ ）

家庭的 家庭的

保育者 保育者

　　保育士 その他 その他

　　看護師 （ ） （ ）

　　准看護師

　　その他（　　　）

＊

人 人

・資格（従事している場

合に記入）
人 人

人 人

人

人 人 人 人

人 人 人 人

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不要。た
だし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

勤務
時間

常　勤
・

非常勤

㉔

常　勤
・

非常勤

総勤務時間

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

職名

㉒ 嘱 託 医 の 有 無

㉓ 管 理 栄 養 士 ・ 栄 養 士 の 有 無

有資格者（保育士、看護師・准看護師）については、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類を添付するこ
と。

勤務
形態

Ａ 施設長 Ｂ 保育従事者（Ａを除く） Ｃ その他職員（Ａ，Ｂを除く） Ｄ合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

資
格
の
有
無
等

常勤 非常勤 人 人 人 人 人

勤務時間帯
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㉔のうち、保育に従事している者の配置数及び勤務体制の予定

ア　有資格者（保育士、看護師・准看護師の資格あり）

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

イ　ア以外の職員

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

総勤務時間

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

勤務
時間

常　勤
・

非常勤

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不要。た
だし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

㉕

常　勤
・

非常勤

総勤務時間

常　勤
・

非常勤

職名
勤務
形態

勤務時間帯

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不要。た
だし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

職名
勤務
形態

勤務時間帯
勤務
時間

（例）

常　勤
・

非常勤

保育従事

者（保育

士）

㉔のうち、保育に従事している者の配置数及び勤務体制の予定

ア　有資格者（保育士、看護師・准看護師の資格あり）

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

イ　ア以外の職員

～８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時～

常勤換算後の人数

総勤務時間

（ ）時間 ÷ ８時間 ＝ （ ）人

＊

㉕

常　勤
・

非常勤

総勤務時間

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

職名
勤務
形態

勤務時間帯
勤務
時間

（例） 常　勤
・

非常勤
保育従事

者（保育

士）

常　勤
・

非常勤

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不要。た
だし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

常　勤
・

非常勤

常　勤
・

非常勤

職名
勤務
形態

勤務時間帯
勤務
時間

常　勤
・

非常勤

当届出書に各保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表等を添付した場合は、職員別の勤務時間帯の記入は不要。た
だし、常勤換算後の人数は必ず記入すること。

総勤務時間

８時間

常　勤
・

非常勤
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施設に在籍している保育従事者数 人

（内訳）保育士 人

看護師・准看護師 人

居宅訪問型保育研修（基礎研修）修了者 人

子育て支援員研修（地域保育コース）修了者 人

子育て支援員研修（上記以外）修了者 人

家庭的保育者等研修修了者 人

その他（　　　　　　　　　　　　　　） 人

 参加（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

＊ ㉗については、１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設は必ず記入すること。

有 ・ 無

（添付書類）

1　（利用料金の記載に当たり、当様式により難い場合）利用形態別・年齢別料金がわかる書類

2　有資格者（保育士、看護師・准看護師）について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類

3　認可外指導監督基準第１の１（２）で定める研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類

4　マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類

5
 

㉙
企業主導型保育事業に
よる運営費助成（予
定）の有無

㉘
子どもの預かりサービ
スのマッチングサイト
のＵＲＬ

㉖

職員の研修等の
参加状況

㉗

 企業主導型保育事業による運営費助成を受ける予定の場合は、通知され次第、企業主導型保育事業運営費助成決定通知書

無

施設に在籍している保育従事者数 人

うち、研修受講の有無 保育の質の向上のための研修 人

子育て支援員研修 人

家庭的保育者等研修 人

その他 （ ） 人

 参加（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

 　　（研修名等： 年 月 参加者数 名）

＊ ㉖、㉗については、１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設は必ず記入すること。

＊ 研修の終了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類を添付すること。

＊

㉘
子どもの預かりサービ
スのマッチングサイト
のＵＲＬ

㉖

マッチングサイトのページを印刷する等、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等しているこ
とが分かる書類を添付すること。

職員の研修等の参加状
況

㉗ 無
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　設置者が法人、民間会社、任意団体等の場合は、その代表者の氏名及び職名を記入してください。

　管理者名は、施設長等貴施設における保育の実施責任者の氏名及び職名を記入してください。

○屋外遊戯場（園庭）……園庭。付近の公園等共用の遊び場は含みません。

＜月極契約＞

＜定期契約＞

＜一時預かり＞

○専用設備
　貴施設において当てはまる専用設備全てを○で囲んでください。なお、○で囲んだ専用設備については、室
数、面積等を整数（小数点以下四捨五入）で記入してください。乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室の区分
けなく１室で保育している場合、これらのいずれも○で囲まず、保育室等の欄に面積を整数（小数点以下四捨五
入）で記入してください。
・乳児室……………………乳児（１歳に満たない児童）のための部屋
・ほふく室…………………はいはい（手足を使ってはい進む）するための部屋

○建物の形態
　貴施設として利用されている建物の形態について、次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・専用建物…………………保育専用に使用している一戸建て施設
・集合住宅…………………マンション等の一部を保育に使用している場合
・事務所ビル………………事務所が主なビルの一部を保育に使用している場合
・業務用ビル………………事務所ビル以外のビルの一部を保育に使用している場合
・その他……………………上記のいずれにも該当しないもの

○立地場所
　貴施設の立地場所について、次のうちあてはまるもの１つを○で囲んでください。
・住宅地……………………住宅が主となる場所
・オフィス街………………事務所や会社が建ち並んでいる場所
・商店街……………………商店が建ち並んでいる場所。駅建物内や駅前にある場合は「駅ビル・駅隣接」を○で
囲んでください。
・工業地……………………工場が主となる場所
・駅ビル・駅隣接…………駅舎と一体となったビル、駅近隣となる場所（近隣の目安は駅から徒歩５分以内。）
・その他……………………上記のいずれにも該当しないもの

　入所児童の保護者と月単位で保育日や保育時間を定めて契約し、月を通して継続的に保育サービスを提供
するもの。

 各サービスの定義は以下のとおりであり、貴施設において提供しているサービス全てを○で囲み（該当するも
のが無い場合は（　）内に記載し）、受入可能な児童の年齢（０歳児については月齢まで）について記入してく
ださい。

記載上の注意

【③】

次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・個人……………個人が設置するもの。
・株式会社………株式会社が設置するもの。
・社会福祉法人…社会福祉法第22条で定義される法人が設置するもの。
・ＮＰＯ法人……特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定める
ところにより設立された法人が設置するもの。
・その他法人……上記のいずれにも該当しない法人が設置するもの。（医療法人等、有限会社、商法に基づかな
い法人はここに入ります。）
・任意団体………保護者が共同で設置しているもの等、法人ではない団体。

【④】

【⑦】

【⑩】
　系列施設数は、届出施設を含めた数を記入し、届出施設の所在する都道府県内にある系列施設数を内数として
記入してください。

【⑫】

【⑪】

  24時間表示（00時00分～23時59分）で記入してください。24時間保育を実施している場合には、00時00分～00
時00分と記入してください。なお、時間外開所時間は、通常の開所時間外で、利用者の希望に応じ、開所を行う
場合にその時間を記入してください。

　入所児童の保護者と日単位又は時間単位で定期的に契約し、継続的に保育サービスを提供するもの。（月
極契約を除く。）

　入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの。

【⑬】

　設置者が法人、民間会社、任意団体等の場合は、その代表者の氏名及び職名を記入してください。

　管理者名は、施設長等貴施設における保育の実施責任者の氏名及び職名を記入してください。

○屋外遊戯場（園庭）……園庭。付近の公園等共用の遊び場は含みません。

＜月極契約＞

＜定期契約＞

＜一時預かり＞

【⑫】

【③】

次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・個人……………個人が設置するもの。
・株式会社………株式会社が設置するもの。
・社会福祉法人…社会福祉法第22条で定義される法人が設置するもの。
・ＮＰＯ法人……特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定める
ところにより設立された法人が設置するもの。
・その他法人……上記のいずれにも該当しない法人が設置するもの。（医療法人等、有限会社、商法に基づかな
い法人はここに入ります。）
・任意団体………保護者が共同で設置しているもの等、法人ではない団体。

記載上の注意

  24時間表示（00時00分～23時59分）で記入してください。24時間保育を実施している場合には、00時00分～00
時00分と記入してください。なお、時間外開所時間は、通常の開所時間外で、利用者の希望に応じ、開所を行う
場合にその時間を記入してください。

【④】

【⑦】

【⑩】

【⑬】

　入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの。

 各サービスの定義は以下のとおりであり、貴施設において提供しているサービス全てを○で囲み（該当するも
のが無い場合は（　）内に記載し）、受入可能な児童の年齢（０歳児については月齢まで）について記入してく
ださい。

　入所児童の保護者と月単位で保育日や保育時間を定めて契約し、月を通して継続的に保育サービスを提供
するもの。

　入所児童の保護者と日単位又は時間単位で定期的に契約し、継続的に保育サービスを提供するもの。（月
極契約を除く。）

　系列施設数は、届出施設を含めた数を記入し、届出施設の所在する都道府県内にある系列施設数を内数として
記入してください。

○建物の形態
　貴施設として利用されている建物の形態について、次のうち当てはまるもの１つを○で囲んでください。
・専用建物…………………保育専用に使用している一戸建て施設
・集合住宅…………………マンション等の一部を保育に使用している場合
・事務所ビル………………事務所が主なビルの一部を保育に使用している場合
・業務用ビル………………事務所ビル以外のビルの一部を保育に使用している場合
・その他……………………上記のいずれにも該当しないもの

○立地場所
　貴施設の立地場所について、次のうちあてはまるもの１つを○で囲んでください。
・住宅地……………………住宅が主となる場所
・オフィス街………………事務所や会社が建ち並んでいる場所
・商店街……………………商店が建ち並んでいる場所。駅建物内や駅前にある場合は「駅ビル・駅隣接」を○で
囲んでください。
・工業地……………………工場が主となる場所
・駅ビル・駅隣接…………駅舎と一体となったビル、駅近隣となる場所（近隣の目安は駅から徒歩５分以内。）
・その他……………………上記のいずれにも該当しないもの

【⑪】 ○専用設備
　貴施設において当てはまる専用設備全てを○で囲んでください。なお、○で囲んだ専用設備については、室
数、面積等を整数（小数点以下四捨五入）で記入してください。乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室の区分
けなく１室で保育している場合、これらのいずれも○で囲まず、保育室等の欄に面積を整数（小数点以下四捨五
入）で記入してください。
・乳児室……………………乳児（１歳に満たない児童）のための部屋
・ほふく室…………………はいはい（手足を使ってはい進む）するための部屋
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＜夜間保育＞

　午後８時を越えて保育を実施し、宿泊を伴わない保育サービスを提供するもの。

＜24時間保育＞

　24時間のいずれの時間帯でも保育サービスを提供するもの。

　利用料金の設定として、当てはまるもの全てを○で囲んでください。

　提携医療機関については、具体的な提携内容を記入してください。

【⑳～㉑】

【㉔～㉕】

【㉘】
　子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する施設においては、利用するマッチングサイトのＵＲＬ
を記入してください。ただし、施設自らのウェブサイトを利用して、保護者と施設とが相互に連絡する場合は除
きます。

  届出年月日の前日において職務に従事している全ての職員について配置数を記入し、うち、実際保育に従事し
ている職員については、勤務していた時間帯を記入し、有資格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有資格者
及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）したものを記入してくだ
さい。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合はこれに含めてください。

【㉓】 　管理栄養士と栄養士のそれぞれの人数を記入してください。０人の場合は、「０」と記入してください。

  職務に従事する全ての職員について配置予定数（貴施設における平均的職員配置数）を記入し、うち、実際保
育に従事している職員については、勤務する時間帯を記入し、有資格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有
資格者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）したものを記入し
てください。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合はこれに含めてください。

【㉖】
　保育に従事している職員の有資格者数並びに認可外指導監督基準第１の１（２）で定める研修の修了者につい
て記入してください。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合は記入してください。

【㉗】
　職務に従事する全ての職員（施設長、保育従事者、調理員、その他の職員）の研修等の直近３回の参加状況に
ついて記入してください。
※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設については必ず記入してください。

【⑮】
  利用料金について利用形態別、年齢別に記入してください。なお、別途食事代、入会金、キャンセル料等が必
要な場合にはその費用についても記入してください。記入に当たり、当様式により難い場合は利用形態別、年齢
別に料金が分かる書類を添付してください。

【⑯】
  定員について特に定めがない場合には、貴施設において職員配置や設備の面を考慮して同時に保育を行うこと
が可能な人数を記入してください。また、法第６条の３第12項に規定する業務を目的とする施設の場合、（　）
内にはその雇用する労働者の監護する乳幼児以外の定員を再掲してください。

【⑰】
　届出年月日の前日現在の満年齢により、年齢別の児童数を記入してください。一時預かりの児童も含みます。
一時預かりの児童数は（　）内に再掲してください。「学童」は届出年月日の前日に預かった小学生以上の児童
数を記入してください。

【⑱】
  保険加入状況については、入所児童に関する保険に限定し、施設設備に対する火災保険等は含めないでくださ
い。なお、保険会社との契約書類を添付してください。

【⑲】

【⑭】

【㉙】
　企業主導型保育事業による運営費助成（予定）の有無を記入してください。助成を受ける予定の場合は、「企
業主導型保育事業運営費助成決定通知書」を後日添付してください。

＜夜間保育＞

　午後８時を越えて保育を実施し、宿泊を伴わない保育サービスを提供するもの。

＜24時間保育＞

　24時間のいずれの時間帯でも保育サービスを提供するもの。

　利用料金の設定として、当てはまるもの全てを○で囲んでください。

　提携医療機関については、具体的な提携内容を記入してください。

【⑳～㉑】

【㉔～㉕】

【㉘】

【⑯】

【⑱】

【⑲】

【㉖】

　子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する施設においては、利用するマッチングサイトのＵＲＬ
を記入してください。ただし、施設自らのウェブサイトを利用して、保護者と施設とが相互に連絡する場合は除
きます。

【⑮】
  利用料金について利用形態別、年齢別に記入してください。なお、別途食事代、入会金、キャンセル料等が必
要な場合にはその費用についても記入してください。記入に当たり、当様式により難い場合は利用形態別、年齢
別に料金がわかる書類を添付してください。

  定員について特に定めがない場合には、貴施設において職員配置や設備の面を考慮して同時に保育を行うこと
が可能な人数を記入してください。

【㉗】

　職務に従事する全ての職員（施設長、保育従事者、調理員、その他の職員）の研修等の直近３回の参加状況に
ついて記入してください。ただし、事業開始の日から届出年月日の前日までに参加した研修が３回以上の場合、
その全てを記入してください。
※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設については必ず記入してください。

　保育に従事している職員のこれまでの研修の受講状況について記入してください。なお、施設長についても実
際に保育に従事している場合は研修の受講状況について記入ください。
※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設については必ず記入してください。

  保険加入状況については、入所児童に関する保険に限定し、施設設備に対する火災保険等は含めないでくださ
い。なお、保険会社との契約書類を添付してください。

  届出年月日の前日において職務に従事している全ての職員について配置数を記入し、うち、実際保育に従事し
ている職員については、勤務していた時間帯を記入し、有資格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有資格者
及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）したものを記入してくだ
さい。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合はこれに含めてください。

【㉓】 　管理栄養士と栄養士のそれぞれの人数を記入してください。０人の場合は、「０」と記入してください。

  職務に従事する全ての職員について配置予定数（貴施設における平均的職員配置数）を記入し、うち、実際保
育に従事している職員については、勤務する時間帯を記入し、有資格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有
資格者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）したものを記入し
てください。なお、施設長についても実際に保育に従事している場合はこれに含めてください。

【⑭】

【⑰】
　届出年月日の前日現在の満年齢により、年齢別の児童数を記入してください。一時預かりの児童も含みます。
一時預かりの児童数は（　）内に再掲してください。「学童」は届出年月日の前日にあずかった小学生以上の児
童数を記入してください。
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（様式１－２：設置届出書）（第５９条の２） 

 

認可外保育施設設置届 

 

                    令和 年 月 日 

 

 

    都道府県知事 

    指定都市市長    殿 

    中 核 市 市 長 
   

 

 

               住 所 

                氏 名（又は名称）  □印 

               代表者 

 

 

 認可外保育施設を設置致しましたので、児童福祉法第 59 条の２

の規定により、関係書類を添えて別紙のとおり届け出致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式１－２：設置届出書）（第５９条の２） 

 

認可外保育施設設置届 

 

                    令和 年 月 日 

 

 

    都道府県知事 

    指定都市市長    殿 

    中 核 市 市 長 
   

 

 

               住 所 

                氏 名（又は名称）  □印 

               代表者 

 

 

 認可外保育施設を設置致しましたので、児童福祉法第 59 条の２

の規定により、関係書類を添えて別紙のとおり届け出致します。 
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（別紙：法第６条の３第11項の規定による業務を目的とする施設用）

令和 年 月 日現在

　②事業所の所在地

　①事業所の名称 個人　 株式会社 　社会福祉法人　 NPO法人　 その他法人　 任意団体

　①事業所の名称

　③設置者名

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称 年 月 日

　①事業所の名称

　①事業所の名称

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

　①事業所の名称 ・月極契約 （対象年齢 歳 ～ 歳）
※1）

　①事業所の名称 ・定期契約 （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 ・一時預かり （ 〃 歳 ～ 歳）

・夜間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）
※2）

・24時間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）

・（ ） （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 月単位　　週単位　　日単位　　時間単位　　日中夜間別

所得別　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）　　設定なし

⑧ 管 理 者 住 所 〒

０歳児の場合は、

月齢まで記入する

こと。

サービスの内容

は、「記載上の注

意」により分類す

ること。

土曜日

日・祝祭日

提供する
　サービス内容

⑬ 利 用 料 金 設 定 状 況

時間外保育提供可能時間通常保育提供可能時間 備　考保 育 提 供 可 能 時 間

～平　日 ～

～

～

～

～

駅

（氏名） （職名）

最寄り駅

（職名）（氏名）

メール

アドレス

Tel
メール

アドレス

管 理 者 名

分

分

③ 設 置 主 体

線

①

②

④

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

設 置 者 名

⑤ 設 置 者 住 所 〒

Tel

事 業 開 始 年 月 日

⑥

⑦

⑨

⑪

⑫

Tel〒

バス

徒歩

代 表 者 名

⑩ 系 列 施 設 有 （系列施設数　　か所〔直営店・ＦＣ〕うち都道府県内　　か所 無

（別紙：法第６条の３第11項の規定による業務を目的とする施設用）

令和 年 月 日現在

　②事業所の所在地

　①事業所の名称 個人　 株式会社 　社会福祉法人　 NPO法人　 その他法人　 任意団体

　①事業所の名称

　③設置者名

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称

　①事業所の名称 平成 年 月 日

　①事業所の名称

）

　①事業所の名称

： ： ： ：

： ： ： ：

： ： ： ：

　①事業所の名称 ・月極契約 （対象年齢 歳 ～ 歳）
※1）

　①事業所の名称 ・定期契約 （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 ・一時預かり （ 〃 歳 ～ 歳）

・夜間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）
※2）

・24時間保育 （ 〃 歳 ～ 歳）

・（ ） （ 〃 歳 ～ 歳）

　①事業所の名称 月単位　　週単位　　日単位　　時間単位　　日中夜間別

所得別　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）　　設定なし

０歳児の場合は、

月齢まで記入する

こと。

サービスの内容

は、「記載上の注

意」により分類す

ること。

～

～

土曜日

日・祝祭日

提供する
　サービス内容

～

～

～

うち都道府県内 か所

有 無

平　日 ～

時間外保育提供可能時間通常保育提供可能時間 備　考

（系列事業所数 か所 〔直営店・ＦＣ〕系 列 事 業 所

保 育 提 供 可 能 時 間

駅

〒 Tel

（氏名） （職名）

最寄り駅

（職名）

〒 Tel

（氏名）

代 表 者 名

管 理 者 名

分

分

③ 設 置 主 体

線

①

②

⑤

④

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

設 置 者 住 所

設 置 者 名

管 理 者 住 所

事 業 開 始 年 月 日

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

Tel〒

バス

徒歩

⑬ 利 用 料 金 設 定 状 況
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（ ）

・食事代

円

・入会金

円

・キャンセル料

円

・日用品・文房具費

円

・行事参加費

円

・通園送迎費

円

（ ）

円

（ ）

円

※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

⑯届出年月日の前日において保育している児童の人数 （令和 年 月 日現在）

　２時間以下

　２時間～４時間以下

　４時間～６時間以下

　６時間～８時間以下

　８時間～

計

⑭-2

円

円円

⑮定　員

６歳以上
（就学前）

単位
(時間) 円

会員
（入会し常態的に利用する者）

非会員
（一時的に利用する者）

０歳児 １歳児

利
 
用
 
料
 
金

⑭-1
月極額

（月）

定期契約

単位（時間）

円０歳児

１歳児

２歳児

円

円

円 円

円

円

単位（時間） 単位（　　）
その他

円

円

円

円

円

一時預かり

円円

円

早朝
5時～8時

日中
8時～18時

夜間
18時～22時

円

円

円

円 円

円

学童５歳児４歳児３歳児２歳児１歳児０歳児

円 円 円

５歳児

６歳以上
（就学前）

学童

学童 計

６歳以上

(就学前)

２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

利
用
料
金

深夜
22時～5時

円

円３歳児

４歳児

円

年齢

利用形態

年 齢

保 育 提 供 時 間

（ ）

・食事代

円

・入会金

円

・キャンセル料

円

（ ）

円

（ ）

円

（ ）

円

（ ）

円

※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

※上記料金の記載に当たり、当様式により難い場合は、利用形態別・年齢別料金がわかる書類を添付すること。

⑯届出年月日の前日において保育している児童の人数 （令和 年 月 日現在）

　２時間以下

　２時間～４時間以下

　４時間～６時間以下

　６時間～８時間以下

　８時間～

利
用
料
金

単位
(時間)

計

２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円 円

円

０歳児

５歳児

６歳以上
（就学前）

学童

学童 計

円 円

円

早朝
5時～8時

日中
8時～18時

夜間
18時～22時

深夜
22時～5時

６歳以上

(就学前)

円

３歳児

４歳児

単位（時間） 単位（　　）
その他

円

円

円

円

円

一時預かり

円

円

円

円 円

円

円

利
 
用
 
料
 
金

⑭-1
月極額

（月）

定期契約

単位（時間）

円０歳児

１歳児 円

円

円

円

円

会員
（入会し常態的に利用する者）

非会員
（一時的に利用する者）

円 円 円

⑭-2

円

円円

２歳児

⑮定　員

６歳以上
（就学前）０歳児 １歳児

学童５歳児４歳児３歳児２歳児１歳児 計

年齢

利用形態

年 齢

保 育 提 供 時 間




